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５ 重点的に推進する取組  

本町の特性や課題を受け、本計画の期間内に以下の取組を重点的に進めます。 
 

項目 目標・取組等の概要 

連携体制の強化 

（自立支援協議会の設置） 

多様化する個別ケースや困難ケースに対応するため、今後

「自立支援協議会」を立ち上げ、他の分野や関係機関との

連携体制を強化します。 

障害福祉サービスや支援の

充実（放課後等デイサービ

スの拡充） 

障がい児への支援の拡充を目指し、町内で「放課後等デイ

サービス」の提供が可能となるよう、取り組みます。 

強みとなっている取組の継

続（発達障がいのある人へ

の支援等） 

ひきこもりの方や発達障がいのある人への支援、また、地

域福祉分野による重層的支援体制による取組などについ

ては引き続き取り組みます。 
 
 

６ 成果目標（サービス提供体制の達成目標）《一部抜粋》 

本計画は、『本町における障害福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業のサービス量

の見込みや、その確保の方策など』を以下の通り定めています。 
 

項目 目標・取組等の概要 

①施設入所者の地域 

生活への移行 

・地域生活への移行を希望する方に対して適切に支援できる

体制づくりに引き続き取り組みます。 

②地域生活支援の充実 

・地域生活支援拠点等の整備        ⇒拡充 

・地域生活支援拠点等の運営状況の点検   ⇒年 1回 

・強度行動障害を有する方への支援体制の整備⇒維持・継続 

③福祉施設から一般 

就労への移行 

・一般就労への移行者数   ⇒3人 

・就労定着支援事業利用者数 ⇒2人 

④障がい児支援の提供 

体制の整備等 

・児童発達支援センターの設置         ⇒拡充 

・保育所等訪問支援の実施           ⇒継続 

・児童発達支援事業所確保           ⇒継続 

・放課後等デイサービス事業所の確保      ⇒拡充 

・医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置⇒継続 

・コーディネーターの配置           ⇒継続 

⑤相談支援体制の充実・ 

強化のための取組 
・基幹相談支援センターの設置         ⇒検討 

⑥障害福祉サービス等 

 の質を向上させるた 

めの取組に係る体制 

の構築 

・障害福祉サービス等に係る各種研修の活用   ⇒継続 

・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の分析 

                       ⇒継続 

  


